
遅れている社会資本整備の推進を求める意見書

本県の産業の活性化や暮らしの利便性向上、さらには九州全体の一体的な浮揚

を図っていくためには、「東九州自動車道」や「九州横断自動車道」などの高規

格幹線道路をはじめ、国県道や市町村道を含めた道路網の一体的なネットワーク

の早期整備、九州の扇の要に位置する細島港については、大型貨物船が着岸可能

な水深１３メートル規模の岸壁の早期整備が必要不可欠である。

よって、国においては、下記の事項について、特段の措置を講じられるよう強

く要望する。

記

１ 高速道路の整備促進

（１）東九州自動車道の整備促進を図ること。

①北郷～日南間（新直轄方式適用区間）の早期完成

②日南～志布志間の早期整備

（２）九州横断自動車道延岡線の整備促進を図ること。

①山都～延岡間の早期整備

（３）宮崎県内の高規格幹線道路網の早期構築を図ること。

（高速自動車国道と並行する一般国道の自動車専用道路の整備促進等）

①国道２１８号北方延岡道路及び国道２１８号高千穂日之影道路の事業促

進

２ 地方の道路の整備促進

（１）国道２２０号の防災対策を早急に進めること。

（２）地域高規格道路「都城志布志道路」の整備促進を図ること。

① 地域高規格道路都城志布志道路の全線の整備に必要な、十分な予算の確

保、及び早期整備のための重点配分

② 地域高規格道路都城志布志道路「梅北IC～末吉IC間」について、早期の

整備区間指定

３ 細島港の整備促進

（１）４０港の重点港湾に選定すること。

（２）大型岸壁（水深１３ｍ）整備に国の直轄事業で平成２３年度新規着手する

こと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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